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1. 健康経営優良法人認定制度概要
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¸健康経営優良法人認定制度とは、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」し、社会的な評
価を受けることができる環境を整備することを目的に経済産業省が創設した顕彰制度になります。

¸令和7年度から日本経済新聞社が健康経営優良法人認定制度を運営し、経済産業省と官民連
携し、健康経営の普及・推進を進めています。

健康経営優良法人認定制度（中小規模法人部門）について

健康経営推進企業の顕彰 健康経営優良法人（中小規法人部門）申請・認定状況の推移

出所：健康経営とは - ACTION！健康経営｜ポータルサイト（健康経営優良法人認定制度） (kenko-keiei.jp)を引用
出所：健康・医療新産業協議会 第11回健康投資WG事務局説明資料を一部改変
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2. 回答・申請フロー
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申請・認定フロー

「健康経営優良法人」の認定フロー

中小規模法人

2

＊1：協会けんぽ、健康保険組合に加入している場合は、加入している保険者が実施している健康宣言事業への参加が必要です。
＊2：国保組合、共済組合、その他の保険者に加入している場合は、加入している保険者に健康宣言事業実施の有無について、お問合せください。なお、加入している保険者
が健康宣言事業を実施していない場合は、各自治体が実施する健康宣言事業への参加、あるいは、自社独自の健康宣言の実施をもって代替可能です。

【申請〆切】2025 年10 月17 日（金）17 時

ACTION

1

実施有 実
施
無

出所：ACTION!健康経営 「健康経営優良法人」の認定フローを一部改変
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健康経営優良法人認定申請料

認定申請料 15,000 円（税込16,500 円）／件
※振込手数料は申請者負担となります。

¸健康経営優良法人の申請においては申請料が必要となります。

¸振込期限（2025年12月31日（水）15時）までの振り込みが確認されない場合、健康経営優
良法人として認定されません。
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誓約事項を確認し、誓約事項下部の誓約日および誓約者の役職と氏名（法人の代表者名）、代表
となる従業員名をご記入ください。
申請・認定後に回答内容の虚偽記載や法令違反等があった場合、認定を取り消す場合があります。

↑誓約日と誓約者として法人の代表者名とその役職、
従業員代表の氏名をご記入ください。

※記入していない場合は、健康経営優良法人2026 認定の対象になりません。

【誓約事項】

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人202 6 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください
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3. 申請方法および申請書記入方法
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Step4

申請書の入手・提出方法

¸申請書の入手から提出までの流れは以下になります。

※【過去に申請したことがある法人のみなさま】
ご担当者宛てに申請サイトのURL、ID・パスワードの案内メールをお送りしています。そのままStep3にお進みください。

Step3

Step2

Step1

ポータルサイトからID 発行サイトにアクセス※

健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経

営」のリンクから、ID発行サイトにアクセス
ポータルサイト「ACTION!健康経営」ページURL：

新規IDの取得について - ACTION！健康経営｜ポータルサイト（健康経営優良

法人認定制度） (kenko-keiei.jp)

ID 発行サイトで貴法人情報の登録※

ID発行サイトで法人番号、法人名、メールアドレスなどを登録
ID発行サイトURL：https://kenko-keiei.jp/newid/

申請サイトで申請書ファイルをダウンロード

＜受付開始：令和7年8月18 日（月）＞
登録したメールアドレスに申請サイトのURL・ID・パスワードが届くので、申請
サイトにアクセスし、申請書のExcelファイルをダウンロード

申請サイトで申請書ファイルをアップロード

＜受付締切：令和7年10 月17 日（金）17 時＞
必要事項を入力後、再度申請サイトにアクセスし、申請書のExcelファイル
をアップロード
※10月27日(月)中（回答締切の6営業日後）にご担当者メールアドレ
ス宛にファイルの受領確認メールをお送りします。
メールが10月28日(火)になっても届かない場合はお問い合わせください。

＜申請サイト＞

＜ID発行サイト＞

＜健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト＞

更新

更新依頼

更新依頼

９

https://kenko-keiei.jp/newid/
https://kenko-keiei.jp/newid/
https://kenko-keiei.jp/newid/
https://kenko-keiei.jp/newid/
https://kenko-keiei.jp/newid/
https://kenko-keiei.jp/newid/
https://kenko-keiei.jp/newid/
https://kenko-keiei.jp/newid/
https://kenko-keiei.jp/newid/
https://kenko-keiei.jp/newid/
https://kenko-keiei.jp/newid/
https://kenko-keiei.jp/newid/
https://kenko-keiei.jp/newid/


Copyright (C) 2025 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved.10

回答データの利用

¸ 個々の回答データを事前の許諾なしにそのまま公表することはありませんが、健康経営の普及に向け
た学術研究のために、大学等研究機関から経済産業省に対し申請があった場合、個社名付きの回
答データの当該研究外での使用の禁止や守秘義務等を誓約させた上で、回答データをこれら大学
等研究機関に提供することがあります。

¸ なお、当該データを提供する場合、個人情報を含まない個社名付きのデータを提供しますが、大学
等研究機関が発表・公表する研究成果については、個社名や個社名が類推できるような記載は一
切行わないことを誓約させます。

¸ 過去の申請に関する集計結果については、以下の経済産業省サイトで公開しております。是非ご参
考にして頂ければと思います。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html
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対象範囲の考え方（従業員等範囲）

¸対象となる従業員の考え方は以下の通りとなります。

︣ ṕ 20 ṡשּ ︣ ṢṖ
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צּ ךּ קּ Ḯ



Copyright (C) 2025 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved.12

回答できる期間と施策の範囲

¸ 特に時点の指示が無い限りは、2024 年4月1日から申請回答日までに実施された内容をお答えく
ださい。

¸ 施策の実施結果など、2024年度の内容を伺う設問の場合は、原則2024年4月～2025年3月の
結果をお答えください。

¸ 原則として全社・全従業員を対象にした制度・施策をご回答ください。

— ただし、女性従業員のみを対象とするイベントや、健康診断結果の有所見者のみを対象とするイベ
ント等、実施する上で対象者を抽出する必要があるものについては、条件に該当する従業員全員を
対象としていれば可とします。

— また、事業場・職種によって従業員の健康課題が異なり、その状況に応じて制度・施策を実施して
いる場合に限り、一部の事業場・職種の従業員のみを対象としているものであっても回答できます。
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実施された取り組みを説明できる資料の保存（1/2 ）

¸健康経営優良法人認定制度に申請する場合、以下事項に誓約頂く必要があります。

誓約事項抜粋
５.申請内容に虚偽がないこと。また、認定審査期間中および認定期間中に、日本健康会議健康経営優良法人認

定委員会及び認定事務局から追加的な確認が求められた場合には誠実に対応し、虚偽等が判明した場合には
不認定や認定取り消しとなる可能性があることを認識すること。さらに、当申請で回答した内容について説明できる
資料を”認定基準適合書＆申請にあたって保存すべき資料”に記載された資料例を参考に準備し、申請期間最
終日から2年間保存すること。また、当該資料の提出を求められた際には1週間以内に提出に応じること。

¸以上を踏まえ、あらかじめ、資料の整備をお願いいたします。また、審査期間中や認定後に調査や資
料の提出を求める場合があり、その際はご対応頂く必要があることをご認識ください。

¸調査・資料確認の結果、認定基準を満たさないと判断される場合は、認定されない場合があります。
あらかじめご認識ください。
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実施された取り組みを説明できる資料の保存（2/2 ）

¸申請にあたって保存すべき資料例については「認定基準適合書&申請にあたって保存すべき資料」
シートを参照ください。

チェックした設問の選択肢内容を実施
していることを示せる資料の例
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申請書への入力方法

¸ クリーム色のセルが回答欄となります。

¸該当する選択肢を「1つだけ」選択可能な設問には、該当の選択肢番号を、
該当する選択肢を「いくつでも」選択可能な設問には、クリーム色のセルに「1」を入力してください。

【エラーメッセージについて】
Å 必ずご回答いただきたい設問に回答していない場合や、回答条件に適合していない場合等については、赤字のエラーメッセージが出

る場合があります。エラーメッセージが出たままでも申請書の提出は可能ですが、メッセージをご確認の上、ご提出をお願いします。

【「その他」の選択肢について】
Å 「その他」の選択肢については、記載されている他の選択肢に該当しない場合に限り選択するようにしてください。
Å 「その他」の選択肢の横にあるクリーム色の枠内が自由回答欄です。「その他」に1を入力した場合は必ずその具体的な内容をご記

入ください。
Å 特に文字数制限は設けていませんが、極端な文字数オーバーは避けてください。
Å また、回答欄に入りきらない分をご意見欄等に回答することはご遠慮ください。

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人202 6 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください



Copyright (C) 2025 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved.16

申請書の設問への回答

¸申請書の設問は、Q、SQ含め全設問にお答えください。

¸冒頭に「★」を記載した設問は必須記載項目及び認定要件に係る設問であり、健康経営優良法人
への認定にあたっては回答が必須となります。（取り組んでいない項目については、「実施していない」
旨の選択肢を選択してください。）

認定要件に係る設問

認定要件には関係しませんが

実態把握のため回答を

お願いします

認定要件に係る設問のSQ

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人202 6 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください
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¸必須の認定要件を満たしていない場合は、赤いエラーメッセージが表示されます。

¸必須要件で認定要件を満たさない選択肢には、「⇒健康経営優良法人不認定」と記載しておりま
すので、実施状況をご確認の上でご回答ください。

エラーメッセージ

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人202 6 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください
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¸申請書のExcelファイル内の別シートに認定基準適合書があります。申請書記載後に簡易的に適
合状況判定されますので、内容を確認ください。なお、適合書の判定をもって健康経営優良法人認
定を保証するものではありません。

認定基準適合書

申請書の記載内容を踏まえた総合適合
状況
※簡易的な判断であり、健康経営優良法人
認定を保証するものではありません

各認定要件の適合状況が表示されます
※簡易的な判断であり、各項目の適合を保証
するものではありません

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人202 6 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください
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¸健康経営優良法人（中小規模法人部門）では、通常の健康経営優良法人の認定に加え、
特に優良な健康経営を実践する中小規模法人を選定しています。

¸健康経営優良法人（中小規模法人部門）に申請する中の
上位500社をブライト500 、
上位501～1500位をネクストブライト1000 として表彰しています。

¸ ブライト500・ネクストブライト1000に申請する場合、Q33~Q41のブライト500認定設問にも解答く
ださい。

¸ なお、ブライト500・ネクストブライト1000に申請し上位1500位以内に入らなかった場合、通常の
健康経営優良法人（中小規模法人部門）として認定されます。

健康経営優良法人（中小規模法人部門）の認定種別
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地方公共団体向け特例

¸地方公共団体自身が健康経営のモデルケースとなり、地域の法人に対し、より普及啓発を促進して
いただくため、教育委員会や公安委員会等、指揮命令系統が大きく異なる組織単位で申請できる
特例を設けております。

¸具体的には、首長部局、委員会（教育委員会や公安委員会等）、首長所管ではなく独立した管
理者が権限を有している組織、地方公営企業（管理者が首長ではない組織）については、単独
組織としての申請を認めます。その際は、ご申請される組織の範囲に含まれる職員人数をもとに、申
請できる部門区分をご確認ください。

申請の範囲
大規模法人部門 中小規模法人部門

職員数 職員数

地方公共団体のうち一部組織
（首長部局や、委員会、地方公営企業等）

301人以上 1人以上300人以下

【申請される組織の範囲に含まれる職員数】

特例によって認定された地方公共団体については、原則、健康経営優良法人（大規模法人部門あるいは中小規模法人部門）
の認定と同様に扱い、認定ロゴマークについても健康経営優良法人（大規模法人部門あるいは中小規模法人部門）と同一です。
ただし、認定法人の公表時には地方公共団体名の後ろに組織名（首長部局全体や、委員会、地方公営企業）付きでの公表と
なります。認定ロゴマークの使用に関しては、認定された組織の範囲内となります。
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※フィードバックシートは健康経営優良法人2026 （中小規模法人）ブライト500 申請法人にのみ送付
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4. 今年度の変更点
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昨年度の健康経営優良法人認定制度からの主な変更点

主な変更点は以下の3点になります。

＃ 変更箇所 変更内容

① 地方公共団体向け特例の追加

Å 地方公共団体について、教育委員会や公安委員会等、指揮命令系統が大きく異なる
組織単位で申請できる特例を追加

② 認定要件の変更

Å 昨年度、中小規模法人部門申請書のアンケート項目であった、「仕事と育児または介護
の両立支援の取り組み」を認定要件の選択項 目に追加

Å 認定要件の小項目「健康経営の実践づくりに向けた土台づくり」の評価項目を見直し、
女性の健 康への対策と高齢従業員への対策を「性差・年代を踏まえた職場づくり」として、
評価項目に追加

Å 上記の評価項目の変更により認定要件（中項目）を変更

③
ブライト500 認定設問の設問項目・
配点の変更

Å 健康経営の成果に着目し、ブライト500認定設問の追加・修正・配点ウェイトの変更を
実施

Å ブライト500・ネクストブライト1000の選定要件を適合評価項目数16項目以上に変更

※各設問の細かな選択肢等については、毎年微修正等を行っているため、個別にご確認ください。
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地方公共団体自身が健康経営のモデルケースとなり、地域の法人に対し、より普及啓発を促進してい
ただくため教育委員会や公安委員会等、指揮命令系統が大きく異なる組織単位で申請できる特例を
設けています。

①地方公共団体向け特例の追加

地方公共団体向け特例
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健康経営優良法人の認定要件として大きく以下の3点の変更を実施しています。

②認定要件の変更

認定要件の変更

「仕事と育児または介護の両立支援」を評価項目に追加

「高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み」を評価項目に追加

評価項目の追加に伴い、「 3．制度・施策実行」の認定要件を変更
※詳細は次項参照

1

2

3
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評価項目数の変更に伴い、認定に必要な適合項目数を7項目以上から8項目以上とし、「 3．制度・
施策実行」における各中項目の認定要件を以下の様に変更しています。

②認定要件の変更

大項目 中項目 小項目 評価項目 該当設問

ブライト500
・ネクスト

ブライト1000
認定要件

通常認定要件
小規模特例
認定要件

3

．
制
度
・
施
策
実
行

（1）従業員の健康
課題の把握と必要な
対策の検討

健康課題に基づいた具体
的な目標の設定

健康経営の具体的な推進計画 Q10 必須 必須
健康経営の具体
的な推進計画～

左記③のうち
2項目以上健康課題の把握

①従業員の健康診断の実施（受診率実質100％） Q11

左
記
①
～
⑰
の
17

項
目
の
う
ち
16

項
目
以
上

左記3項目のうち
2項目以上

②受診勧奨の取り組み
Q12①or
Q12②

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 Q13

（2）健康経営の実
践に向けた土台づくり

ヘルスリテラシーの向上 ④管理職または従業員に対する教育機会の設定 Q14orQ15

左記7項目
のうち

2項目以上

（昨年度）
4項目中1項目

以上

左記7項目のうち
2項目以上

（昨年度）
4項目中1項目

以上

ワークライフバランスの推進
⑤適切な働き方実現に向けた取り組み Q16

⑥（新設）仕事と育児または介護の両立支援の取り組み Q17orQ18

職場の活性化 ⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み Q19

仕事と治療の両立支援
⑧がん等の私病に関する復職・両立支援の取り組み
（⑮以外）

Q20

性差・年齢に配慮した職
場づくり

⑨（移動）女性の健康保持・増進に向けた取り組み Q21

⑩（新設）高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取
り組み

Q22

（3）従業員の心と
身体の健康づくりに関
する具体的対策

具体的な健康保持・
増進施策

⑪保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に
関する取り組み

Q23orQ24
左記7項目

のうち
4項目以上

（昨年度）
8項目中4項目

以上

左記7項目のうち
2項目以上

（昨年度）
8項目中3項目

以上

⑫食生活の改善に向けた取り組み Q25

⑬運動機会の増進に向けた取り組み Q26

⑭長時間労働者への対応に関する取り組み Q27

⑮心の健康保持・増進に関する取り組み Q28

感染症予防対策 ⑯感染症予防に関する取り組み Q29

喫煙対策
⑰喫煙率低下に向けた取り組み Q30

受動喫煙対策に関する取り組み Q31 必須 必須 必須

認定要件の変更（制度・施策実行のみ抜粋）
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今年度は健康経営の成果に着目し、ブライト500認定設問の追加・修正・配点ウェイトを変更していま
す。また、ブライト500・ネクストブライト1000の選定要件は適合評価項目数16項目以上としています。

③ブライト500 認定設問の設問項目・配点の変更

ブライト500 認定設問の項目/ 配点ウェイト/ 内容

# 設問項目 各項目で問いたい内容

1

3

6

経営者・役員の関与の度合い

PDCAに関する取り組み状況

健康経営の取り組みに関する外部からの
依頼による発信状況

健康経営に関して経営トップが関与している内容を問うと共に、経営方針・理念を
基に健康経営の方針やそれに紐づく戦略マップやKGI を定めているかどうかを問う

健康経営の推進方針を検討するにあたり、昨年度まで実施した健康経営の施策に
について、どのように評価・改善を行っているかを問う

5
健康経営の取り組みに関する自社からの
発信状況

「健康経営」という文脈で自社から行った情報発信の内容、特に戦略マップや指標
の開示を問う（今年度より、情報発信の頻度は評価しない）

「健康経営」という文脈で外部からの依頼を受けて行った情報発信の内容とその回
数を問う

健康経営の組織への浸透に向けた取り
組み

健康経営の従業員への浸透を図るためにどのような取り組みをしているかを問う2

健康経営の推進による企業の
健康風土の把握

健康経営の推進により社内に蓄積する定性的な効果や風土の変化をどのように
把握してるかを問う

4

配点ウェイト

2 

3.5

0.5 

1 

1 

2

※青字：今年度の変更点
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5. 申請・回答にあたっての注意事項
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¸複数の選択肢を選択する設問において、「取り組みを実施している」選択肢と、「特に行っていない」
選択肢を同時に選択しないようご注意ください。

¸同時に選択した場合、要件不適合となります。

回答ルール

「何らかの取り組みを実施している」選択肢と、「特に行っていない」の選択肢を同時に選択した場合、
要件不適合となります。
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¸法人名の記載欄には「株式会社」等の法人格を含む正式名称を正しく記載ください。㈱等の略語や
不要なブランクは記載しないでください。

¸市区町村を記載する場合、“郡“や東京23区以外の“区“の記載は不要となります。

法人情報の記載方法

法人名

ü 「株式会社」等の法人格を含む正式名称を記載ください。
㈱等の略語や不要なブランクは記載しないでください。

本社住所

ü “郡“や東京23 区以外の区の記載は不要となります。
例）大阪市“●●区“→「大阪市」
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¸地方公共団体向け特例での申請を行う場合、範囲に含まれる部署名を記載してください。

¸首長が所管する一部組織のみの申請はできません。

地方公共団体向け特例での申請方法

範囲に含まれる部署名を記載してください。
首長が所管する一部組織のみの申請はできません。

「2」を選択してください
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¸誓約書には、誓約日、誓約者、従業員代表の全てを記載ください。

¸特に誓約日の記載がない申請書が散見されます。申請書アップロード前に必ずご確認ください。

誓約事項の記載方法

誓約日
ü 誓約日は申請期間中の日付を必ず記載ください。

日付が申請開始前及び申請開始後の場合、
認定されません。

ü 誓約日の記載がない申請書が散見されます。
申請書アップロード前に必ずご確認ください。
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¸加入保険者の記載にあたっては、正式名称で正確にご記載ください

¸ 「●●健保」等の略称は記載しないでください。

加入保険者の記載方法

「２.健康保険組合」を選択した場合
ü 組合名は「●●健保」等の略称記載はせず、

「●●健康保険組合」等正式名称を記載ください。
ü 組合名及び連合会名、保険者番号を記載ください。

連合会名が不明の場合には加入保険者に
確認ください。

「3. 国民健康保険組合( 土木建築国保 等) 」
 「4. 共済組合、その他」 を選択した場合
ü 正式な組合名を記載ください。
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¸本項目では、健康経営の推進にあたって各法人が自法人の課題に応じた主体的な取り組みを行う
ことを求めています。

¸他法人と著しく類似した記載が確認された場合や代理申請が発覚した場合は認定されません。

具体的な健康経営の推進計画

申請時点の実施内容および推進計画
他法人と著しく類似した記載が確認された場合や
代理申請が発覚した場合は認定されません

過去に確認された記載例（一部）
Å健康に関するオンラインセミナーや研修動画、管理栄養士からのア

ドバイス、また保健師へのメール相談などの外部サービスを導入して
いる。利用率を向上させるために社内掲示や声かけを強化し利用
促進を行う。

Åストレスチェックの実施をするために外部サービスを導入する。

Åストレスケアに関するオンラインセミナーや研修動画、またカウンセ
ラーへのオンライン相談などの外部サービスを導入している。利用率
を向上させるために社内掲示や声かけを強化し利用促進を行うとと
もに、不調が疑われる従業員には個別で声かけを行う。
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¸本項目では労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じないもの（例：こころの耳HP
でのセルフチェック、Webでの個別のチェック等）は認められません。

50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

●ストレスチェック
ü ストレスチェックは、50人以上の労働者を抱える事業場で労働

安全衛生法第66条の10に基づいて実施を義務付けられており、
50人未満の事業場の有無に関わらず、全ての事業場で法令に
則ったストレスチェックを実施している場合に認定基準を満たしま
す。

ü 労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じない
もの（例：こころの耳HPでのセルフチェック、Web での個別
のチェック等）は認められません。

※ストレスチェックの実施においては、個人情報の取り扱いに
十分留意することが必要です
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¸自法人の非喫煙者や外部の方も含めて利用する場所への喫煙場所の設置は要件を満たしません
ので、ご注意ください。

¸事務局による誓約事項に則った申請内容の追加的な確認において、受動喫煙対策が講じられてい
ないケースが散見されます。

受動喫煙対策

●受動喫煙対策

ü 受動喫煙対策の状況について記載ください。

ü 事務局による誓約事項に則った申請内容の追加的な
確認において、受動喫煙対策が講じられていないケー
スが散見されます。

ü 自法人の非喫煙者や外部の方も含めて利用する場所
（自社内に設けた自転車置き場の横や、一般の方が
通行または利用する道路に面した場所等）への喫煙場
所の設置は要件を満たしませんので、ご注意ください。
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6. 申請項目
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認定要件

大項目 中項目 小項目 評価項目
認定要件

小規模法人特例 中小規模法人部門

１．経営理念・方針 健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診 必須

２．組織体制
健康づくり担当者の設置 必須

(求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供 必須

３
．
制
度
・
施
策
実
行

（1）従業員の
健康課題の把握と
必要な対策の検討

健康課題に基づいた
具体的な目標の設定

健康経営の具体的な推進計画
健康経営の具体的

な推進計画～
左記③のうち
2項目以上

必須

健康課題の把握

①定期健診受診率(実質100％)
左記①～③の

うち
2項目以上 ブ

ラ
イ
ト
５
０
０
・
ネ
ク
ス
ト
ブ
ラ
イ
ト
1

０
０
０
は

左
記
①~

⑰
の
う
ち
16

項
目
以
上

②受診勧奨の取り組み

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

（2）健康経営の
実践に向けた

土台づくり

ヘルスリテラシーの向上 ④管理職または従業員に対する教育機会の設定

左記④～⑩
のうち

2項目以上

左記④～⑩
のうち

2項目以上

ワークライフバランスの推進
⑤適切な働き方実現に向けた取り組み

⑥仕事と育児または介護の両立支援の取り組み

職場の活性化 ⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み

仕事と治療の両立支援 ⑧がん等の私病に関する復職・両立支援の取り組み(⑮以外)

性差・年齢に配慮した職場づくり
⑨女性の健康保持・増進に向けた取り組み

⑩高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み

（3）従業員の心
と身体の健康づくり
に関する具体的対

策

具体的な健康保持・増進施策

⑪保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

左記⑪~⑰
のうち

2項目以上

左記⑪~⑰
のうち

４項目以上

⑫食生活の改善に向けた取り組み

⑬運動機会の増進に向けた取り組み

⑭長時間労働者への対応に関する取り組み

⑮心の健康保持・増進に関する取り組み

感染症予防対策 ⑯感染症予防に関する取り組み

喫煙対策
⑰喫煙率低下に向けた取り組み

受動喫煙対策に関する取り組み 必須

４．評価・改善 健康経営の取り組みに対する評価・改善 必須

５．法令遵守・リスクマネジメント（自主申告）※誓約書参照

定期健診を実施していること、50人以上の事業場においてストレスチェックを実
施していること、労働基準法または労働安全衛生法に係る違反により送検され
ていないこと、等

必須
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6-1. 属性
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自法人の主たる保険者を確認した上で、協会けんぽの場合は支部名・記号番号を、健康保険組合の
場合は組合名・連合会名・保険者番号を、国民健康保険組合または共済組合、その他の場合は組
合名を記入ください。
本設問はすべて必須の項目であるため記載がない場合、不認定となります。

加入保険者の記載について（Q1）

自法人の主たる保険者を
確認した上で、各保険者種
別に関係する欄を全て記入
ください

特に、協会けんぽ支部名が無い場合、保険者への照会が
出来ず不認定となりますのでご注意ください

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人202 6 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください
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Q2、Q4は中小規模法人の判定に活用しますので、確実に記入してください。
Q4の最後の段に法人の種別が示されます。この判定結果はQ2 、4の回答結果を基に自動判定され
ます。回答結果が足りない場合、および大規模法人部門と判定された場合、中小規模法人部門に申
請することはできません。

従業員数等による申請区分判定（Q2、4）

法人種別の表示例
※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人202 6 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください
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6-2. 経営理念・方針
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【健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診】（申請書：Q6 、7) （1/3 ）

Q6にて健康宣言の実施状況並びに社内外への発信状況を選択してください。
Q7にて経営者自身の健康診断受診状況を選択ください。
いずれか未回答または実施していない場合は、健康経営優良法人不認定となります。【必須要件】

○設置趣旨
本項目は、従業員の健康保持・増進に向けた取り組みに経営層がコミットし、自身の健康管理に努める機運を浸透させるため、組織と

して対策に取り組む旨を明文化・意思表示しているかを問うものである。
また、経営者本人が率先して従業員の行動規範になるべきことから、経営者自身の健康管理の状況を問うものである。

○適合基準
本項目は、以下①および②のいずれも満たすことをもって適合とする。

① 経営者が、全国健康保険協会や健康保険組合等保険者のサポートを受けて、組織として従業員の健康管理に取り組むことを
明文化（保険者が実施する健康宣言事業への参加等）、または一部国民健康保険組合・共済等による健康宣言事業が実
施されていない場合に限り、自治体独自の健康宣言事業への参加、または自社独自の宣言にて明文化し、その文書等を従業員
および社外の関係者（ステークホルダー）に対し表示（発信）していること。

② 経営者自身が、年に1回定期的に健康診断を受診していること。
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健康宣言の社内外への発信についてはQ6 SQ5、6の選択肢で回答ください。
経営者自身の健康診断受診はQ7で回答ください。

【健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診】（申請書：Q6 、7) （3/3 ）

【ポイント】
Å ①保険者が実施する健康宣言事業に参加し、社内および社外

へ発信すること。

Å 記載内容に不備があり、保険者への健康宣言の照会ができな
い場合には不認定となります。

【ポイント】
Å ②経営者自身が健康診断を受診していること。（※未受診

の場合（未受診の項目がある場合も含む）については、療
養中といった「真にやむを得ない理由」がある場合には、適合
としますが、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症は、「真
にやむを得ない理由」には該当しません。）

1 2
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6-3. 組織体制
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【健康づくり担当者の設置】（申請書：Q8 ）

Q8にて各事業場の健康づくり担当者設置状況を選択ください。未回答含めて健康づくり担当者を設置
していない事業場がある場合、健康経営優良法人不認定となります。【必須要件】

○設置趣旨
本項目は、従業員の健康保持・増進の取り組みを組織全体に展開するために、必要な組織体制を構築しているかを問うものである。

「健康づくり担当者」とは
事業場において従業員の健康保持・増進に関する取り組みを推進する担当者を指す。
具体的には、健康経営施策の立案・実行支援や、経営者、産業医、保険者および健
康経営アドバイザー等との適切な報告、連絡および相談等を行う。なお、健康診断や
保健指導の実施に関する手続き、特定保健指導の連絡窓口等の実務等を担う担当
者も含まれる。

○適合基準
本項目は、全ての事業場において従業員の健康保持・増進に関する取

り組みを推進する担当者を定めていることをもって適合とする。

【ポイント】
Å 全ての事業場に「健康づくり担当者」が決められていること。

Å また、SQ3にて外部専門家との連携状況についても問うています。
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【( 求めに応じて)40 歳以上の従業員の健診データの提供】（申請書：Q9）

Q9にて加入している保険者に対する40歳以上の従業員の健康診断のデータ提供状況を選択ください。
未回答含めて、提供していない場合、健康経営優良法人不認定となります。 【必須要件】

○設置趣旨
本項目は、健康経営に取り組む法人と保険者のデータ連携を通じた効果的・効率的な保健事業を推進する観点から問うものである。

○適合基準
本項目は、以下①または②のいずれかを満たすことをもって適合とする。
① 保険者に対し、40歳以上の従業員の健康診断のデータを提供していること。
② 保険者からの求めに応じ、40歳以上の従業員の健康診断のデータを提供する意志表示を保険者に対して行っていること。
なお、40歳以上の従業員がいない場合も適合とする。

【ポイント】
生活者の健康意識向上を目的とした健康
診断のデータ等のマイナポータル等を通じた利
活用促進に向けて、保険者に提供する健康
診断のデータフォーマットの標準化が重要との
観点から、提供形式についても伺います。

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人202 6 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください
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6-4. 制度・施策実行
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【健康経営の具体的な推進計画】（申請書：Q10 ）（1/3 ）

Q10にて自社従業員の健康課題を踏まえた健康経営の具体的な推進計画の設定状況を選択し、
その内容を記載ください。未回答含めて、設定していない場合、小規模事業者向け特例に該当する場合を除
き健康経営優良法人不認定となります。 【必須要件 ※小規模事業者向け特例では選択要件】

○設置趣旨
本項目は、組織の健康課題や労働環境の改善に向けた具体的な計画・数値目標を設定し、その達成・進捗状況の把握、評価等

の実施（PDCAサイクルの構築）を問うものである。

○適合基準
本項目は、従業員の健康課題を踏まえ、従業員の健康保持・増

進、過重労働防止等に関する計画を策定し、具体的な数値目標、
実施（責任）主体および達成期限を定めていることをもって適合と
する。なお、本項目では「目標・計画の“設定”」を評価するため、目
標の達成状況は問わない。
また、健康宣言において何らかの数値目標を定めている場合や、

既に定めている安全衛生計画等に従業員の健康保持・増進、過重
労働防止等に関する目標・計画の記載がある場合も、適合とする。

【ポイント】
Å 本項目では「目標・計画の設定」を評価するため、目標の達成状況は問わない。
Å 既に終了または中断等により申請時点で実行されていない計画であるものは不適合とする。
Å 以下4点を満たすことをもって適合とする。

1. 自社の従業員の健康課題を把握している
2. その課題に対して具体的な実施内容、計画や数値目標を設定している
3. 計画を実行するにあたり実施主体・責任担当者を定めている
4. 目標の期限や達成スケジュールを定めている
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具体的な推進計画を策定し、数値目標、実施主体、達成期限を定めて推進している場合、その内容
を具体的にご記入ください。

【健康経営の具体的な推進計画】（申請書：Q10 ）（2/3 ）

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人2025 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください

以下から課題のテーマを選択し、
選択テーマに合わせて健康経営を通じて解決した
い課題を記載する

SQ2で設定した課題の解決に向けた”具体的な取
り組みの計画”を記載する

SQ3で記載した”課題の解決に向けた計画”の
目標として以下を記載する

・どのような目標か
（達成したい組織の状態を具体的に記入）

・上記目標の達成予定年度

É健康経営の具体的な推進計画の設問
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具体的な推進計画を策定し、数値目標、実施主体、達成期限を定めて推進している場合、その内容
を具体的にご記入ください。

【健康経営の具体的な推進計画】（申請書：Q10 ）（3/3 ）

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人2025 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください

SQ3で記載した”課題の解決に向けた計画”の
進捗状況を記載する。
※計画された取り組みの実施準備等、何等か実施されてい
ない取り組みは認められません。

不適合例）インフルエンザワクチンの予防接種を計画してい
るが11月から摂取開始の為、現状の実施事項はない

記載例）11月からのインフルエンザワクチン接種の予防接種
に向けて、協力医療機関との連携や従業員への周知を進め
ている

SQ3で記載した”課題の解決に向けた計画”の
取り組み効果を想定するために設定した指標とその
現状値（単位）を記載する。

SQ3で記載した”課題の解決に向けた計画”の
取り組みの実行責任者を回答ください。
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【従業員の健康診断の実施（受診率実質100 ％） 】（申請書：Q11 ）

Q11にて労働安全衛生法に基づく定期健康診断の受診状況を記載ください。受診率と受診勧奨の取
り組みが基準を満たさない場合、要件不適合となります。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、組織または部署・部門ごとの従業員の健康課題を把握し、必要な対策を講じるための前提として、従業員の定期健康診

断の受診が徹底できているかを問うものである。

○適合基準
本項目は、以下①または②のいずれかを満たすことをもって適合とする。

① 労働安全衛生法に基づく定期健康診断の受診率が100％であ
ること。

② 労働安全衛生法に基づく定期健康診断における直近の受診率
が95％以上（ただし、対象者が20人未満の場合は、未受診者
1人以下）であり、未受診者に対して、早期に受診するように適
切な受診勧奨を行っていること。

【ポイント】
Å 2024年度と2025年度（申請日まで）のどちらの定期健診受

診率でも申請可能。

Å 自社が用意する健康診断の受診だけでなく、社外の健診（人間
ドック等も含む）を受診した場合も、 項目等が安衛法上の基準
を満たしており、その結果が会社に提出されていれば、受診者とみ
なす。

※海外赴任、育児休業・傷病
等による休業等により、期間を
通してやむを得ず受診できな
かった者は対象から除外

↑※受診率が100% 未満95 ％以上（ただし、対象者が20 人未満の
場合は、未受診者1人以下）の場合にはSQ1 にも回答

①受診率100％
②受診率95%以上※

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人202 6 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください
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【受診勧奨の取り組み】（申請書：Q12 ）

Q12にて従業員への受診勧奨の取り組みを選択してください。未回答含めて①または②いずれも実施し
ていない場合、要件不適合となります。【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、経営者および担当者が、自社の従業員の労働環境や健康課題を把握した上で、各従業員（およびその家族）が自身

の健康状態を把握・改善するために、事業主（経営者）の法的義務である「定期健康診断の実施」に加えて、再検査・精密検査等
の受診勧奨、がん検診等の任意検診を受診しやすい環境を整備しているかを問うものである。

○適合基準
本項目は、以下①または②のいずれかを満たすことをもって

適合とする。
①定期健康診断等の結果、再検査や精密検査が必要とさ

れた従業員に対する受診を促すための取り組みまたは制
度があること。

②従業員に対するがん検診等の任意検診の受診を促す取
り組みまたは制度があること。

【ポイント】
Å 「定期健康診断」の受診勧奨、「保健指導」、「特定

保健指導」の受診勧奨、「婦人科健診・検診」、「妊
婦健診」等の女性の健康に特化している受診勧奨は
本項目では評価対象外。

Å 社員会等の従業員有志による費用補助は会社として
の取り組みとは言えないため不適合。

Å 保険者の取り組みについては、法人自らが関与し、従
業員に周知している場合に限り適合。

1

2
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【50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施】（申請書：Q13 ）

Q13にて50人未満を含む全ての事業場においてのストレスチェック実施状況を選択してください。
外部事業者にて実施している場合にはSQ1にて事業者名も記載ください。未回答含めて特に実施して
いない場合、要件不適合となります。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、従業員の職業性ストレスを客観的に把握し、組織また

は部署・部門別のストレス傾向等の状況把握を行い、適切な対応を
とっているかどうかを問うものである。

○適合基準
本項目は、従業員数50人未満の全ての事業場および従業員数

50人以上の全ての事業場（法令遵守）において、労働安全衛
生法に定められたストレスチェック制度に準じて、ストレスチェックを実
施していることをもって適合とする。

【ポイント】
Å 必ず法令に準じた手順で実施すること。（いわゆる「セルフチェック」は含ま

ない）

Å ストレスチェックの実施者は医師、保健師または厚生労働大臣が定める研
修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師
である必要がある。

Å 労働安全衛生法においては、同居の親族のみを使用する事業で働く者
及び家事使用人、及び船員法の適用を受ける船員、非現業の一般職に
属する国家公務員等には適用されないが、本認定においては、労働安全
衛生法適用の全事業場従業員に留まらず、労働安全衛生法適用外の
従業員に対してもストレスチェックの実施を求める。

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人202 6 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください
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【管理職または従業員に対する教育機会の設定】（申請書：Q14 、15 ）

Q14にて管理職や従業員の健康意識の向上を図るための健康保持・増進に関する教育の取り組みを
選択してください。Q15にて全従業員に対する健康をテーマとした情報提供・周知の取り組みを選択して
ください。どちらも未回答または特に実施していない場合、要件不適合となります。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、管理職や従業員に対し、健康管理の必要性を認識

させるため、健康保持・増進に係る知識（ヘルスリテラシー）の向
上に向けた機会を設定しているかを問うものである。

○適合基準
本項目は、以下①または②のいずれかを満たすことをもって適合とする。

①1年度に少なくとも1回、管理職や従業員に対し、健康をテーマとした
従業員研修を実施している、または、外部機関主催の研修等に参
加させていること。

②少なくとも1か月に1回の頻度で、全従業員に対し、健康をテーマとし
た情報提供を行っていること。

【ポイント】
Å 研修は管理職向け研修、従業員向け研修のいずれの形式でもよ

いが、個人が任意で受講している研修、衛生管理者や健康づくり
担当者等を対象とした専門職研修は含まない。

Å 情報提供は全従業員に対して実施すること。個人宛通知・メール
や文書回覧等、従業員個人に届く方法で行うこととし、単なる掲
示等による情報提供は除く。

1

2
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【適切な働き方実現に向けた取り組み】（申請書：Q16 ）

Q16にて適切な働き方実現向けた環境づくりのための取り組みを選択してください。未回答含めて特に実
施していない場合、要件不適合となります。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、従業員のモチベーション向上や組織の活性化のため、従業員のワークライフバランスを維持・改善させる取り組みを行ってい

るかを問うものである。

○適合基準
本項目は、組織として時間外勤務の縮減や有給休暇

取得の促進等、適切な働き方実現に向けた環境づくりと
して、a.労働時間の適正化、b.休暇の取得促進、
c.柔軟な働き方の実現のいずれかの取り組みを継続的に
行っていることをもって適合とする。

【ポイント】
Å 超過勤務時間の把握のみであり、改善に向けた取り

組みが見られない場合は不適合。
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【仕事と育児または介護の両立支援の取り組み】（申請書：Q17,18 ）

Q17にて仕事と育児の両立に向けた環境づくりを、Q18では仕事と介護の両立に向けた環境づくりの取り
組みを選択してください。どちらも未回答または実施していない場合、要件不適合となります。
【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、仕事と育児・介護の両立のために法令の範囲（育児・介護休業法）で定められる以上の取り組みを行っているかを問うも

のである。

○適合基準
① Q17「仕事と育児の両立支援に向けた取り組み」または

② Q18「仕事と介護の両立支援に向けた取り組み」の
いずれかを満たすことをもって適合とする。

【ポイント】
Å 仕事と介護の両立支援につきましては、経済産業省が策

定した「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイ
ドライン」ご参照ください。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthc
are/kaigo/kaigo_guideline.html



Copyright (C) 2025 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved.64

【コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み】（申請書：Q19 ）

Q19にてコミュニケーション促進に向けた取り組みを選択してください。未回答含めて特に実施していない
場合、要件不適合となります。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、役職や部署を越えた従業員同士の連携の強化やメンタルヘルス不調の防止等のため、組織内のコミュニケーションを促進

する取り組みを行っているかを問うものである。

○適合基準
本項目は、従業員同士のコミュニケーション向上を目的としたイベント等の取り組み、または、外部機関主催のイベント等への参加の

働きかけを、1年度に少なくとも1回以上定期的に、全従業員向けに実施していることをもって適合とする。

【ポイント】
Å 一部の従業員により開催されたものは不適

合とし、事業者が主体となっての取り組みで
あることをもって適合とする。

Å 接待や営業目的によるイベント開催等、従
業員のコミュニケーション向上を目的としない
イベントは不適合とする。
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【がん等の私病に関する復職・両立支援の取り組み】（申請書：Q20 ）

Q20にてがん等の私病を持つ従業員の復職支援、仕事と治療の両立支援に向けた取り組みを選択して
ください。未回答含めて特に実施していない場合、要件不適合となります。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、がん等の私病を持つ従業員の復職支援、仕事と治療の両立支援に向けて、組織の意識改革や受け入れ体制の整備等

の必要な措置を講じているかを問うものである。

○適合基準
本項目は、従業員の復職支援、仕事と治療の両立支援に向けて、対象者の支援体制の整備等の対策を定めていることをもって適

合とする。

【ポイント】
Å 心の健康保持・増進に特化した取り組

みや、定期健診の再検査・精密検査に
関する取り組みついては、本項目では
評価対象外。
（他の評価項目において評価）
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【女性の健康保持・増進に向けた取り組み】（申請書：Q21 ）

Q21にて女性特有の健康関連課題に対応する環境の整備や、従業員が女性特有の健康関連課題に
関する知識を得るための取り組みを選択してください。未回答含めて特に実施していない場合、要件不
適合となります。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、女性従業員の健康保持・増進に向けた職場環境

の整備や、管理職・従業員の女性の健康に関するリテラシー向上
に向けた取り組みを行っているかを問うものである。

○適合基準
本項目は、女性特有の健康課題に対応する環境の整備や、

管理職・従業員が女性特有の健康課題に関する知識を得るため
の取り組みを継続的に行っていることをもって適合とする。なお、女
性従業員が申請日時点でいない場合も、何らかの取り組みを
行っていることをもって適合とする。

【ポイント】
Å 労働基準法・男女雇用機会均等法等の法定の範囲内

にとどまる取り組みは不適合。

Å 婦人科健診の費用補助を従業員有志で行う等、事業
者の関与が見られなければ不適合。

Å 研修・セミナー等の取り組みも本項目で評価する。

↑※Q21で選択肢16 を選択した場合にはSQ1 にも回答
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【高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み】（申請書：Q22 ）

Q22にて高年齢従業員の健康課題や体力に対応する環境の整備や、高年齢従業員が健康関連課
題に関する知識を得るための取り組みを選択してください。対象者がいない場合でも要件適合となります。
【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、高年齢従業員の健康保持・増進に向けた職場環境の整備や、高年齢従業員の健康に関するリテラシー向上に向けた

取り組みを行っているかを問うものである。

○適合基準
本項目は、高年齢従業員の健康課題や体力に対応する

環境の整備や、高年齢従業員が健康課題に関する知識を
得るための取り組みを継続的に行っていることをもって適合とす
る。なお、高年齢従業員の申請日時点でいない場合でも、
適合とする。

【ポイント】
Å 高年齢従業員は、従業員の体力や身体機能の低下

等の状況に応じた年齢を自社で定義いただいて構いま
せん。

Å 高齢者が働く職場において、事業者と労働者に求めら
れる具体的な取り組みについては、厚生労働省が作成
した「エイジフレンドリーガイドライン」もご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001107783.pdf
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【保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み】（申請書：Q23 、24 ）

Q23にて保険者による特定保健指導の実施を促す取り組みを選択してください。Q24では健康診断の
結果を踏まえた保健指導の実施状況を選択してください。どちらも未回答または実施していない場合、要
件不適合となります。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、従業員の生活習慣病の重症化を予防するため、生活習慣の改善等を促す保健指導の実施または保険者による特定保

健指導の実施のための時間的、空間的配慮等の取り組みを行っているかを問うものである。

○適合基準
① Q23「特定保健指導の実施機会の提供」または② Q24「保健指導（特定保健指導を除く）の実施」のいずれかを満たすことを

もって適合とする。

【ポイント】
Å ①は保険者が実施する特定保健指導を申請法

人が促す取り組みがあるかを問う。対象者がいな
い場合でも、ルールの整備・明文化を行っている
ことをもって適合とする。

Å ②は定期健診の結果に基づく保健指導を実施
しているかを問う。実施していない場合や対象者
がいない場合は、不適合。

Å 保健指導とは、労働安全衛生法第66条の7に
基づく保健指導のことを指し、その都度相談をす
る健康相談とは異なる。

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人202 6 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください

1

2
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【食生活の改善に向けた取り組み】（申請書：Q25 ）

Q25にて食生活改善に向けた具体的な取り組みを選択してください。未回答含めて特に実施していない
場合、要件不適合となります。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、生活習慣病等による欠勤、病休等を防ぐため、従業員の食生活改善を促す取り組みを行っているかを問うものである。

○適合基準
本項目は、従業員の食生活の改善に向けた従業員参加、環境整備のいずれかの取り組みを継続的に行っていることをもって適合と

する。

【ポイント】
Å 事業者が主体的に関与していない取り組みは不

適合とする。
V 経営者・従業員等が自主的に行っている取

り組み（例：ある従業員がお弁当を持参
している）

V 事業者の働きかけなしに、外部の事業者に
より行われている取り組み
（例：自社内設置の自動販売機に、事
業者の働きかけなしに健康に配慮した飲料
が設置されている）

Å 以下の取り組みは本項目では評価しない。
（他の評価項目において評価）
V 保健指導の中で行われる取り組み
V 食に関する情報提供・研修の実施

（ポスター掲示 等）
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【運動機会の増進に向けた取り組み】（申請書：Q26 ）

Q26にて運動機会の増進に向けた普及啓発等の具体的な取り組みを選択してください。未回答含めて
特に実施していない場合、要件不適合となります。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、生活習慣病等による欠勤、病休等を防ぐため、従業員の運動機会の増進に向けた取り組みを行っているかを問うものであ

る。

○適合基準
本項目は、従業員の運動機会の増進に向けた従業員参加、環境整備のいずれかの取り組みを継続的に行っていることをもって適合

とする。 ただし、事業者が主体的に関与してない取り組みは不適合とする。

【ポイント】
Å 事業者が関与していない取り組みとは、「経営者・

従業員等が自主的に行っている取り組み」や「事
業者の働きかけなしに、外部の事業者により行わ
れている取り組み」を指す。

Å 以下の取り組みは本項目では評価しない。
（他の評価項目において評価）
V 保健指導の中で行われる取り組み
V 運動に関する情報提供・研修

Å 血圧測定や体重測定のみなど、従業員の状態把
握のみで具体的な運動に関する取り組みが無い
場合は不適合。
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【長時間労働者への対応に関する取り組み】（申請書：Q27 ）

Q27にて超過勤務時間が一定の基準を超えた長時間労働者に対する取り組みを選択してください。
SQ1にて正社員1人当たりの平均所定外労働時間も記載ください。未回答含めて特に実施していない
場合、要件不適合となります。【選択要件】
○設置趣旨
本項目は、経営者および人事・労務担当者が、従業員の超過勤務状況を把握し、長時間労働者に対する具体的な対策を行ってい

るかを問うものである。

○適合基準
本項目は、従業員の労働環境を踏まえ、長時間労働者が発生した場合（管理職を含む）の本人の過重労働防止に向けた具体

的な対応策を行っていることをもって適合とする。

【ポイント】
Å 過重労働防止に向けた数値目標・計画の策定

や、過重労働防止に関する研修・情報提供につ
いては、本項目では評価しない。（他の評価項
目において評価）

Å 長時間労働者がいない場合でも、具体的な対
応策を予め策定していることをもって適合とする。

（長時間労働者＝ 超過勤務時間が月80時間を超える者、あるいは月80時間未満で自社で定めた基準を超える者）
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【心の健康保持・増進に関する取り組み】（申請書：Q28 ）

Q28にて心の健康保持・増進や不調者への復職支援、就業と治療の両立支援の取り組みを選択してく
ださい。未回答含めて特に実施していない場合、要件不適合となります。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、従業員の心の健康保持・増進または不調者に対するサポート体制や職場復帰支援策を事前に策定することにより、メンタ

ルヘルス不調の予防や不調者発生時の適切な労働支援体制を整備しているかを問うものである。

○適合基準
本項目は、心の健康保持・増進や不調者が出た場合の復職・治療支援体制の整備等の対策を定めていることをもって適合とする。

【ポイント】
Å 労働安全衛生法に定められたストレスチェック

制度の範囲内の取り組みはここでは不適合と
する。

Å 本評価項目は心の健康保持・増進やメンタ
ルヘルス不調者への対応策を評価する項目
であるため、事前に予防策や対応策として策
定してない場合（都度の対応）は不適合と
する。

Å 心の健康に関する研修・情報提供について
は本項目は評価しない。（他の評価項目に
おいて評価）
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【感染症予防に関する取り組み】（申請書：Q29 ）

Q29にて感染症（インフルエンザ、麻しん・風しん、新型コロナウイルス感染症等）対策の取り組みを選
択してください。未回答含めて特に実施していない場合、要件不適合となります。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、従業員の感染症予防に関する環境を整備するための取り組みを行っているかを問うものである。

○適合基準
本項目は、予防接種を受ける際の就業時間認定、感染症を発症した者への特別休暇付与等、従業員の感染症予防や感染拡大

防止に向けた取り組みや制度を実施していることをもって適合とする。
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【喫煙率低下に向けた取り組み】（申請書：Q30 ）

Q30にて従業員の喫煙率を下げるための取り組み・ルール整備状況を選択してください。 SQ1にて
貴法人の従業員の喫煙率を記載ください。未回答含めて特に実施していない場合、要件不適合となり
ます。 【選択要件】

○設置趣旨
本項目は、従業員の喫煙率低下を促す取り組みを行っているかを問うものである。

○適合基準
本項目では、従業員の喫煙率低下を促すため、喫煙者に対する禁煙促進に向けた取り組みの実施・ルールの設置や従業員に対す

るたばこの健康影響についての教育・研修を実施していることをもって適合とする。

【ポイント】
Å 申請時点で、喫煙者がいない場合であって

も、その状態を維持するために、何らかの取り
組みを行っていることをもって適合とする。

Å 以下の取り組みは本項目では評価しない。
（他の評価項目において評価）
V 受動喫煙に対する対策
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【受動喫煙対策に関する取り組み】（申請書：Q31 ）（1/2 ）

Q31にて全事業場の禁煙の状況を選択してください。未回答含めていずれの取り組みも実施していない
場合、健康経営優良法人不認定となります。 【必須要件】

○設置趣旨
本項目は、受動喫煙防止に向けて、適切な環境が整備されているかを問うものである。

○適合基準
本項目では、労働安全衛生法、健康増進法の趣旨に基づいて、受動喫煙防止に向けた対策が講じられていることを求める。

具体的には、全ての事業場において対象施設ごとに以下の適合要件を満たしていることをもって適合とする。

【対象施設における禁煙の状況と適合要件の整理】
◆適合要件との対応 ◎：適合要件を超える対応 ○：適合要件どおりの対応 ×：適合要件に満たない対応

※1 望まない受動喫煙を生じない場所とするよう配慮されたものであることが必要。
※2 受動喫煙を防止するために必要な措置を講じた「特定屋外喫煙場所」であることが必要。
※3 ここでいう喫煙室とは、対象施設において喫煙が可能とされている場所を指す。対象施設の種類によって、求められる種類や条件が異なるため、詳細は
健康増進法ならびに関係政省令や、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」（令和元年７月１日基発0701第1号）を参考とすること。

○第一種施設（学校・病院・児童福
祉施設等）
○第二種施設（第一種施設および
喫煙目的施設以外の施設）※既存
特定飲食提供施設含む
○喫煙目的施設

※自社占有でない、共用施設の場合は、自社が事業場として責任を持つ範囲（ビル内でテナントとして賃借しているスペースの範囲で、賃貸ビルの出入り口
等の共用部分などは除く）の状況でお答えください。⇒賃借スペース内を全て禁煙と、屋外部分が一切ない場合は、屋外・屋内共に◎とみなしてください。

※当該設問の記載方法については、健康経営優良法人202 6 中小規模法人部門 申請手引書もご確認ください
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6-5. 評価・改善
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【健康経営の取り組みに対する評価・改善】（申請書：Q32 ）

Q32にて健康経営の取り組みの評価方法を選択してください。取り組みを評価している場合、どのような
改善を行っているかも記載ください。未回答含めていずれの取り組みも実施していない場合、健康経営優
良法人不認定となります。 【必須要件】

○設置趣旨
本項目は、効果的な健康経営を進めるために、健康経営の取り組み状況や結果を振り返り、その結果をもとに、今後の健康経営の目

標設定、施策検討を行っているかを問うものである。

○適合基準
本項目は、健康経営の取り組みを実施後、取り組み

結果をもとに、生活習慣等の改善状況の把握や効果
検証等を行っていることをもって適合とする。
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7. ブライト500 認定要件
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Å ブライト500に申請する場合はQ33回答欄に「1」を記載ください。Q35以降の回答は、健康経営優
良法人2026（中小規模法人部門（ブライト500 ））の認定評価に用います。

Åなお、ネクストブライト1000に認定されるためにもQ33回答欄に「1」を記載することが必要となります。

Å ブライト500・ネクストブライト1000に認定されるにあたってはQ34にて選択肢１～３のいずれかを選
択する必要があります。

ブライト500 認定設問（申請書：Q33 、34 ）

Éブライト500 申請への意向を問う設問

↑ブライト500 ・ネクストブライト1000 の認定を希望する場合、「1」 と回答ください。
※記入していない場合は、健康経営優良法人2026 （中小規模法人部門（ブライト500 ・ネクストブライト1000 ））
認定の対象になりません。

↑ブライト500 ・ネクストブライト1000 の認定を希望する場合、１～３のいずれかと回答ください。
申請書の評価結果を公開されない場合、健康経営優良法人2026 （中小規模法人部門（ブライト500 ・ネクストブライト
1000 ））認定の対象になりません。
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Å Q36の回答は、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ブライト500 ））の認定評価
に用います。ブライト500に申請する場合は必ずお答えください。

Å健康経営の推進に関して経営者・役員が関与している内容を回答してください。

ブライト500 認定設問（申請書：Q36 ） （1/2 ）

É「経営者・役員の関与の度合い」の設問
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Å Q36 SQ1の回答は、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ブライト500 ））の認
定評価に用います。

Å Q36 SQ2の回答は、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ブライト500 ））の認
定評価に用いませんが、既に検証を実施している場合、記載ください。

ブライト500 認定設問（申請書：Q36 ） （2/2 ）

É「経営者・役員の関与の度合い」の設問

企業のビジョンや理念の実現に向け、健康経営を通じて実
現したい方針を記載ください

記載例）高品質・高付加価値の製品・サービス提供のために、担い
手となる従業員自身が健康であり、健康な従業員一人ひとりが安心
して個々の能力を最大限発揮しやすい職場環境を構築する

健康経営の推進方針実現のために達成する目標を記載くだ
さい

記載例）心理的安全性が担保された職場環境づくり

健康経営の目標達成状況を確認するための指標・目標値・
達成年度を記載ください

記載例）
指標：職場の心理的安全性尺度
目標値：職場の心理的安全性尺度：＋10%（24年度比）
達成年度：2028年

ブライト500 ・ネクストブライト1000 の認定評価には用い
ませんが、既に検証を実施している場合、ご回答ください。
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Å Q37、Q37 SQ1の回答は、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ブライト
500 ））の認定評価に用います。ブライト500に申請する場合は必ずお答えください。

Å健康経営の組織への浸透に向けた取り組み及び、組織への浸透状況を確認するための取り組み
内容を回答してください。

ブライト500 認定設問（申請書：Q37 ）

É「健康経営の組織への浸透に向けた取り組み」の設問
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Å Q38、Q38 SQ1~SQ5の回答は、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ブライト
500 ））の認定評価に用います。ブライト500に申請する場合は必ずお答えください。

Å今年度の健康経営の推進方針を検討するにあたり、昨年度まで実施した健康経営について評価し
ている内容を記載してください。

ブライト500 認定設問（申請書：Q38 ）（1/2 ）

É「健康経営のPDCAに関する取り組み状況」の設問

以下から課題のテーマを選択し、
選択テーマに合わせて健康経営を通じて解決した
い課題を記載する

※課題テーマ・課題の内容はQ10 SQ2で記載された内容
との重複も認められます
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Å Q38 SQ1~SQ5では健康経営のPDCAに関する取り組み状況を具体的に問うています。

ブライト500 認定設問（申請書：Q38 ）（2/2 ）

SQ1で設定した課題の解決に向けて実施した、具体的な

取り組みの内容を記載する
※課題テーマ・課題の内容はQ10 SQ3で記載された内容との重複
も認められます

SQ2で記載した取り組みが、SQ1で設定した課題の解決
につながっていたか否かを記載する

「取り組みの評価結果」を導きだした方法とその理由を記
載する

実施した取り組みの結果を踏まえた、今後の改善方針を
具体的に記入する

今後の改善方法を検討するに至った理由を記載する

É「健康経営のPDCAに関する取り組み状況」の設問
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Å Q39の回答は、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ブライト500 ））の認定評価
に用います。ブライト500に申請する場合は必ずお答えください。

Å健康経営の実践による企業の健康風土の醸成状況に関する内容を回答してください。

ブライト500 認定設問（申請書：Q39 ）

É「健康経営の推進による企業の健康風土の把握」の設問

↑SQ1 はブライト500 ・ネクストブライト1000 の認定には使用しませんが、Q39 で「6」を選択した場合、回答ください
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Å Q40の回答は、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ブライト500 ））の認定評価
に用います。ブライト500に申請する場合は必ずお答えください。

Å 「健康経営」という文脈で自社から情報発信したものについてのみ答えてください。（働き方改革等
では不可）

ブライト500 認定設問（申請書：Q40 ）

É「健康経営の取り組みに関する自社からの発信状況」を問う設問
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Å Q41の回答は、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ブライト500 ））の認定評価
に用います。ブライト500に申請する場合は必ずお答えください。

Å貴法人にて申請日から過去3年以内に外部からの依頼を受けて行った健康経営に関する情報発
信についてお答えください。「健康経営」という文脈での発信のみが対象となります。（働き方改革等
では不可）

ブライト500 認定設問（申請書：Q41 ）

É「健康経営の取り組みに関する外部からの依頼を受けての発信」の設問
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8. 健康経営優良法人に関するアンケート
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Q42以降の健康経営優良法人に関するアンケートについては、健康経営推進企業の実態把握および
今後の施策・制度設計、認定制度の改善のために活用させていただく予定ですので、是非ご回答くださ
い。

健康経営優良法人に関するアンケートについて



Copyright (C) 2025 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved.91

申請に関する問い合わせ先

Ẓ101 -0047 2-2-1

健康経営優良法人認定事務局窓口
（委託企業：株式会社日経リサーチ）

TELḲ03-5296 -5172
ṕּף ךּ Ḳ 10 Ṍ17 30 Ṗ

Ḳkenkoujimu@nikkei - r.co.jp
Ḳhealth_survey@nikkei - r.co.jp
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